
吉賀町スポーツ公園指定管理者募集要項 

 

１．管理・運営施設の概要 

 （1）施設名称 … 吉賀町スポーツ公園 

 （2）所 在 地 … 吉賀町立戸 154 番地（代表地番） 

（3）施設概要 … １）野球場（10,200 ㎡） 

              ２）テニスコート（1,444 ㎡） 

            ３）グラウンドゴルフ（休止） 

４）管理棟（744 ㎡） 

         ５）その他付属施設 

（4）開設年月 … 昭和５８年１０月 

（5）利用時間 … 午前８時３０分から午後１０時まで 

※指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて、利

用時間を変更することができる。 

（6）休 場 日 … 毎週月曜日 

              ※指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて、休

場日を変更し、又は臨時に休場することができる。 

 （7）設置目的 … 吉賀町の社会教育の推進のため、町民の健康増進施設として設置する。 

 

２．指定管理者が行う業務 

（1）施設の管理運営に関すること 

（2）条例で規定されている設置目的を達成するための事業実施に関すること。 

（3）利用の許可に関する業務 

（4）利用料金に関する業務 

（5）施設の維持及び修繕に関する業務 

（6）前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要と認める業務 

※「指定管理者が行う業務詳細」については別紙１「仕様書」に記載。 

 

３．指定期間 

令和６年４月１日～令和１１年３月３１日（５年間） 

ただし、管理運営を継続することが適当でないと認めるときは、指定管理の指定を取り消すことが

ある。 

 

４．経費に関する事項 

①指定管理料の基準額 

毎年度の予算の範囲内で、協定書の内容に基づき施設の管理運営に必要な経費を指定管理料とし

て支払う。 

 基準額 ５，０８６，４００円 （消費税及び地方消費税含む） 

  ②施設などの修繕等にかかる費用 

   １０万円を超過する施設修繕にかかる費用は、町負担とする。 



  

５．利用料金収入の取り扱い 

指定管理者は施設の利用料金を収入として収受し、事業の充実に資する目的に使用することができ

る。なお、施設の使用料金は条例で定められた範囲内において承認を得て定めることができる。 

 

６．業務に必要な届出等 

  業務内容により必要となる許可および届出 

 

７．指定管理者の公募要件 

  本町のまちづくり計画に対応する循環型・持続型・地域密着型の経営が期待される。 

  ①地元住民の雇用を積極的に行う。 

  ②多様なスポーツ活動の充実を積極的に行う。 

  ③地域振興の情報発信を積極的に行う。 

 

８．応募資格 

応募資格は、法人その他の団体で業務を円滑に遂行し、安定的かつ健全な財務能力を有するもの

で（法人格の有無は問いませんが、個人では申請できません）かつ次項のいずれにも該当しないも

のとする。 

（1）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の 4第 1項の規定に該当するもの 

（2）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の 4第 2項各号の規定に該当するもの  

（3）地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 244 条の 2第 11 項の規定による指定の取り消しを受

けたことがあるもの 

（4）指定管理者の指定を委託とみなした場合に、吉賀町政治倫理条例(平成 18 年吉賀町条例第 24

号)第 13 条第 1項の規定に該当するもの 

（5）吉賀町暴力団排除条例施行規則（平成 24 年吉賀町規則第 11 号）第 2 条各号の規定に該当す

るもの 

（6）公募に係る募集期間の初日前 2 年間で、指定管理者の指定の手続きにおいて、その公正な手

続きを妨げたもの又は公正な価格の成立を妨害し、若しくは不正の利益を得るために連合したもの 

（7）市町村税等を滞納しているもの 

 

９．提出書類 

（1）指定管理者の指定申請書（吉賀町指定の様式またはその要件を満たす書類） 

（2）法人登記簿謄本（法人以外の団体の場合は会則、役員名簿等） 

（3）定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 

（4）法人又は団体の概要 

①経歴・実績 

②代表者の履歴書、役員の構成・氏名 

③法人事業概況説明書又はこれに準ずるもの（パンフレット等） 

④電子申告（e-tax）メール詳細（法人事業概況説明書にその旨の記載があれば不要） 

（5）決算報告書、決算見込みを証明する書類 



（直近３年間の事業報告書、決算報告書、財産目録、賃借対照表、収支決算書、損益計算書、

販売費および一般管理費の計算内訳、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、個別注

記表） 

（6）事業計画書（規則様式第 2 号の事業計画書又はその要件を満たす書類） 

      地元住民の雇用及び地元関連業者の取引促進を積極的に行う（従前の体制を可能な限り継続

する）ための移行計画を含む 

（7）収支予算書及び自主事業計画書（規則様式第 3号の事業計画書又はその要件を満たす書類） 

（8）役員等名簿（指定様式又はその要件を満たす書類） 

（9）納税証明書（直近 1年間又は 1事業年度分） 

①法人又は団体の法人税、消費税、地方消費税の未納の税額がないことの証明 

   （国税通則法施行規則別紙９号書式その３の３） 

②法人又は団体の法人事業税、法人都道府県民税に係る納税証明書 

    ③法人又は団体及びその代表者に係る吉賀町税等の滞納がないことの証明書 

    ※吉賀町が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

 申請書類は、正本 1部のみ提出してください。 

 

１０．現地説明会の実施 

（1）参加申し込み期限、方法 

令和 ５年１０月１３日（金）午後５時１５分（必着）までに、吉賀町スポーツ公園現地説明

会参加希望と記載し、団体名、氏名、参加者数、連絡先を明記の上 FAX により申し込む。 

FAX：０８５６－７７－１８９１ 

（2）開催日時、場所 

令和５年１０月１８日（水） 

開催時間、場所については申込書に別途連絡 

 

１１．申請書の提出先 

吉賀町役場総務課又は柿木地域振興室 

 

１２．提出期限 

   令和５年１１月１６日（木）午後５時１５分まで必着 

 

１３．選定方法 

 （1）一次審査（書類審査） 

 （2）二次審査（面接審査） 

 （3）指定管理者の候補（順位）決定 

 

１４．選定基準 

（1）施設の利用者の平等利用が確保されること。 

（2）事業計画書等の内容が施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるもの

又は費用対効果を総体的に高めるものであること。 

（3）事業計画書等の内容に沿った管理を安定的に行う経営能力及び人的能力を有していること。 

 



１５．問い合わせ先 

   吉賀町教育委員会 ＴＥＬ0856-77-1285 ＦＡＸ0856-77-0040 

（1）質問の提出期限 

    令和５年１１月 ２日（木）午後５時１５分まで 

（2）指定管理者募集要項に対する質問は、質問書（指定管理者募集要項に関する質問書）により総

務課へ持参又はＦＡＸするものとする。 
 （3） 前号の質問書に対する回答は、原則として質問書の提出期限の翌日から起算して３日（休日を 

除く。）以内に、町ホームページに回答を掲載する。 

 

１６．申請に関する留意事項  

（1）指定管理者指定申請書の提出をもって、募集要項及び仕様書の記載内容を承諾したものと 

みなす。 

（2）申請に必要な費用は、応募者の負担とする。 

（3）本町が提示する資料は、応募に係る目的以外の使用を禁止する。  

（4）事業計画書等の著作権は申請者に帰属する。ただし、吉賀町は、指定管理者の選定、決定、 

公表その他必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で使用できるものとする。 

（5）提出された書類については、吉賀町情報公開条例(平成 17 年吉賀町条例第 16 号)の規定によ 

り不開示とすべき箇所を除き、開示されることがある。なお、提出された書類のうち指定管 

理予定候補者に選定された団体に係る年間の事業計画および収支予算書については、後日公 

表する場合がある。また、提出された書類は理由のいかんにかかわらず返却しない。 

（6）応募無効に関する事項 

  次のいずれかに該当する応募は無効とする。 

①申請書の提出方法、提出先、提出期限などが守れない場合  

②記載すべき事項が記載されていない場合  

③虚偽の内容が記載されている場合  

④審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

⑤信義又は公序良俗に著しく反する行為があった場合 

（7）応募資格確認のため、申請団体に関する信用調査を行う場合があります。 

 

１７．その他 

 （1）事業報告について 

   毎年度終了後６０日以内（指定管理者の資格を取り消された時はその取り消された日から起算 

して６０日以内）に、その年度の管理の業務に関する事業報告を吉賀町の指定する様式又はそ 

の要件を満たす書類により行うこと。 

（2）事業の継続が困難になった場合の措置 

指定管理者の責めに帰すべき理由により、適正な施設の管理運営が困難になった場合は、指定 

を取り消す。その場合、指定管理者は協定に定める違約金を吉賀町に支払うほか、吉賀町に生じ

た損害は指定管理者が賠償するものとする。さらに、次期指定管理者が円滑に管理運営業務を遂

行できるように、引継ぎを行うものとする。 

（3）指定管理者に責任がない場合の町と指定管理者の基本的な責任分担の考え方リスク分担表（別 

紙２）を参照のこと。細目的事項は、別途協定による。 



（4）燃料費、光熱水費等の変動に伴い著しく経費が下がった場合の措置 

次年度の指定管理料については吉賀町と指定管理者で協議の上決定する。 

(5) 大規模な災害等への対応 

   事故、災害等の緊急事態が発生した場合には、利用者の安全確保、施設の利用制限など、 

速やかに必要な処置を講じてください。また、大規模な災害等が発生した、又は、発生するおそ

れがある場合には、初動体制として場内の確認や避難施設への誘導を行うとともに、災害時の状

況に応じて、自らの判断により、適切な災害対応に努めてください。 

（6）協定書の解釈に疑義が生じた場合の措置 

協定書の解釈に疑義が生じた場合、または協定書に記載していない事項が生じた場合は、吉賀 

町と指定管理者で協議のうえ決定するものとする。 


